
 
  
 

 

１．いつから？ 
平成 21 年 4 月 1 日 

  

 （長野県認可 平成２１年２月４日 

 

       長野県指令２０建指第３２２号） 

           
 

２．増える区域は？ 
   

     犀川以北 
 

３． 事務所はどこ？   
  

    長野市役所西側 長野ダイヤモンドビル 9F 
 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      駐車場は長野ダイヤモンドビル南側 NO３８，NO３９．NO４０ を用意しております。 
       なお、この駐車場がふさがっている場合は西側の有料駐車場をご利用下さい。駐車券を 
      ご用意しております。 
 
      注）篠ノ井にあります従来の長野事務所は長野南事務所と改名いたします。 
 
 

一般財団法人 長野県建築住宅センター (℡：０２６－２９０－５０７０) 
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拡大区域 

犀川以北（長野中央事務所管轄） 

犀川 
千曲川 

確認業務既実施区域 

犀川以南（長野南事務所管轄） 

長野中央事務所 tel：026-219-1061 

fax：026-219-1028 

(電話は 4月１日から) 


